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TopicsTopics 市の情報市の情報

　平成３０年度の国民健康保険料納入通知書を平成２９
年中の所得金額に基づいて計算し、６月中旬ごろに各
世帯に郵送します。
　国民健康保険料は基礎賦課（医療）分、後期高齢者支
援金等賦課（後期）分、介護納付金（介護）分（４０歳以上
６５歳未満の人のみ）に区分され、医療分と後期分につ
いては、世帯の所得金額に応じてかかる「所得割額」、
世帯の被保険者数に応じてかかる「均等割額」、１世帯
ごとにかかる「平等割額」の合計額が、介護分について
は、「所得割額」と「均等割額」の合計額が保険料となり、
原則として、平成３０年６月から平成３１年３月までの１０
回に分けて納付してください。
　なお、災害などに遭われたことや、平成２９年中に
比べて平成３０年の収入が大きく減少する見込みであ
ることなど、保険料の納付が困難となる特別な事情が
ある場合は、保険課への申請により保険料が減免され
る場合があります。

　市民の皆さんに対し、保険課職員を名乗る者から「還
付金が発生している」とコンビニなどのＡＴＭに誘導
し、預金を引き出そうとする電話が頻発しています。
　市では、還付金などの手続きで市民の皆さんに直接
電話をかけたり、ＡＴＭの操作をお願いすることは絶
対にありません。
　こういった不審な電話があった場合は、絶対に手続
きに応じないようお願いします。

①口座振替による納付
　金融機関（ゆうちょ銀行を含む市委託契約先金融機
関）の指定口座から毎月２７日（土・日、祝日の場合は翌
営業日）に引き落とします。ただし、１２月と２月は２５
日です。口座振替での納付は、安心・確実です。金融
機関および保険収納課窓口で申し込みができますの
で、ぜひ利用してください。
②自主納付
　金融機関、郵便局やコンビニエンスストアでの納付
③年金からの天引き（特別徴収）
　以下３要件の全てにあてはまる人は原則として年金
からの天引きによる徴収（特別徴収）となります。
▽年額１８万円以上の年金を受給していること
▽国保加入者が全て６５歳以上７５歳未満であること
▽�介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金受給額
の２分の１を超えないこと

注�年金天引きとなっている世帯の人で、過去の保険料
を完納している場合は、口座振替による納付も選択
することができます。

納付方法
国民健康保険料

　　　　　平成２９年中所得金額　　　基礎控除　　　　料率
【所得割】（　　２,４００,０００円　　－ ３３０,０００円）× ２.６９/１００ ＝ ５５,６８３円…………（オ）
　　　　　　　　　１人当たり　均等割額
【被保険者均等割】　　　　９,１７８円　　　×　　４人 ＝ ３６,７１２円…………（カ）
【世帯別平等割】世帯単位で賦課される保険料額 ９,９７０ 円…………（キ）
後期高齢者支援金分の年間保険料　（オ）５５,６８３円＋（カ）３６,７１２円+（キ）９,９７０ 円� ＝ １０２,３６５ 円…………（ク）

　　　　　平成２９年中所得金額　　　基礎控除　　　　料率
【所得割】（　　２,４００,０００ 円　　－ ３３０,０００ 円）× ２.３２/１００� ＝ ４８,０２４円…………（ケ）
　　　　　　　　　１人当たり　均等割額　　４０歳〜 ７４歳の人数
【被保険者均等割】　　　　１７,０６２円　　　×　　　　２人� ＝ ３４,１２４円…………（コ）
介護保険分の年間保険料　（ケ）４８,０２４円＋（コ）３４,１２４円� ＝ ８２,１４８円…………（サ）

　医療保険分（エ）　　　　後期高齢者支援金分（ク）　　　　介護保険分（サ）� 年間国民健康保険料
　３０４,０９８円　　　　＋　　　　１０２,３６５円　　　　＋　　　　８２,１４８円� ＝ 488,611円

【６月分】	 	 	 48,862円
	 	 	
【７月分～３月分】		 	 48,861円

①国保加入人数　４人（うち２人は４０歳〜６４歳）
②平成２９年中の国保世帯全員の所得金額　２４０万円

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の各々の年間保険料を計算します。

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の保険料を合算し、世帯の年間国民健康保険料を計算します。

実際に ６月から来年 ３月までの各月の保険料を計算します。
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医療保険分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護保険分保険料

年間国民健康保険料

各月の国民健康保険料

保険料の計算（例） 設定条件

　　　　　平成２９年中所得金額　　　基礎控除　　　　　　料率
【所得割】（　　２,４００,０００円　　－　３３０,０００円　）×　７.９８/１００� ＝ １６５,１８６円…………（ア）
　　　　　　　　　１人当たり　均等割額
【被保険者均等割】　　　　２７,３１１ 円　　　×　　４人� ＝ １０９,２４４円…………（イ）
【世帯別平等割】　世帯単位で賦課される保険料額� ２９,６６８円…………（ウ）
医療保険分の年間保険料　（ア）１６５,１８６ 円＋（イ）１０９,２４４ 円 +（ウ）２９,６６８ 円� ＝ ３０４,０９８円…………（エ）

Ｑ１．今年の４月から国民健康保険に加入したが、
送られてきた保険料の納入通知書の支払いが６月
からになっている。４・５月分は払わなくていい
のか。
Ａ．保険料は４月分から翌年３月分までの１２カ月
間にかかる金額を、６月から翌年３月までの１０回
に分けて納付していただきます。そのため、４・５
月も保険料はかかりますが、実際の納付は６月以
降になります。
Ｑ２．既に会社の健康保険に加入しているが、平
成３０年度保険料の納入通知書が送られてきた。
どうしたらいいのか。
Ａ．国民健康保険の喪失手続きができていない可
能性があります。国民健康保険から他の健康保険
に変更した場合は、国民健康保険の喪失手続きが
必要です。次のものを持参し、保険課までお越し
ください。
喪失手続きの完了後、手続きをした翌月中旬に、
現在の健康保険に加入するまでの保険料を計算
し、納入通知書を送付します。
持�現在加入している健康保険の保険証、国民健康
保険の保険証、印鑑、マイナンバーカードまた

はマイナンバー通知カード、写真入りの本人確
認書類など

注�５月末までに国民健康保険の喪失手続きをした
人には、現在の健康保険に加入するまでの保険
料を通知していますので、納付をお願いします。
Ｑ３．保険料を納期限までに支払わない場合は、
どうなるのか。
Ａ．督促状や催告書を送付します。さらに滞納を
続けると、有効期限の短い保険証になることがあ
ります。
　また、特別な事情がなく滞納を続けていると、
預貯金や財産の差押えに至る場合がありますの
で、早めに保険収納課に相談してください。
Ｑ４．通知された保険料の支払いが困難な場合は、
どうしたらいいのか。
Ａ．特別な事情がある場合、保険料の納付方法の
相談ができますので、保険収納課へ問い合わせく
ださい。
　なお、災害などに遭われたことや、平成２９年
中と比べて平成３０年の収入が大きく減少する見
込みであることなど、保険料の納付が困難となる
特別な事情がある場合は、保険課への申請により
保険料が減免される場合があります。

Q＆Ａ国民健康保険料
国民健康保険料が決定

還付金詐欺

平成３０年度

ご注意ください

保険課・保険収納課
からのお知らせ

平成３０年度　守口市国民健康保険　保険料率
所得割 均等割 平等割 賦課限度額

医療分 ７.９８% ２７,３１１円 ２９,６６８円 ５４万円
後期分 ２.６９% ��９,１７８円 ��９,９７０円 １９万円
介護分 ２.３２% １７,０６２円 �������０円 １６万円

保険料の額や計算方法
問�保険課������������������������℡０6－6９９2－1５4５
納付の相談
問�保険収納課������������������℡０6－6９９2－1５３７


